
   武蔵野市公印規程の一部を改正する規則 

 

 武蔵野市公印規程（平成元年４月武蔵野市規則第26号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。 

 次の表中、改正前の欄にのみ下線が引かれた部分については、それぞれ対

応する説明の欄に掲げる改正を行う。 

 

改正前  

別表第１（第２条関係） 

番号 名称 書体 

寸法

（ミ

リメ

ート

ル） 

用途 管理者 
個

数 

１から69まで （略） 

70 出納

員印 

古 印

体 

方20 出納事務用 出 納員 である

環 境部 環境政

策 課環 境啓発

施設担当課長 

１ 

71 出納

員印 

古 印

体 

方20 出納事務用 出 納員 で あ る

教 育部 生涯学

習 スポ ーツ課

武 蔵野 ふるさ

と 歴史 館担当

課長 

１ 

72から79まで 

 

別表第２（第２条関係）  

 (1)から (69)まで （略） 
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    (71) 

歴

史

館

担
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出

納
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武

蔵

野

市 

武
蔵
野
ふ
る
さ
と 

 

 (72)から (79)まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の武蔵野市公印規程の規定は、

令和８年４月１日から適用する。 

 


